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(資産形成)：老後の住宅資産の利活用について考える 

 

近年の住宅価格の上昇は、長期的な低金利環境や資産インフレに加え、住宅政策による「質の

重視」や「住宅の長寿命化」も背景にある。都市部への人口移動や核家族化により、住宅の「相

続資産」としての役割は薄れ、老後資金として取り崩す発想が重要性を増している。今後は「年

金＋金融資産＋住宅資産」の三本立てでの資産形成の議論も求められるのではないか。 

 

住宅市場において、住宅価格が明確に上昇傾向を示している。不動産の取引価格をもとに算出

される不動産価格指数（2010年の平均を 100）によると、2025年６月時点で戸建住宅が 118.8、

マンションが 216.8となっている（ともに日本全国：季節調整済み、2025年９月末公表値）。 

 

図表１：不動産価格指数（日本全国：季節調整済み：2010年平均を 100）の推移 

 

（資料：国土交通省のデータをもとに作成） 

 

住宅価格の上昇の背景には、低金利環境や住宅ローン減税、資産インフレの要因もあるが、住

宅政策の方向転換による影響も無視できない。2006年に「住生活基本法」が施行されてからま

もなく 20 年を迎えるが、この法律を契機に日本の住宅政策は「量の確保」から「質の向上」

へと大きく舵を切った。戦後一貫して住宅不足の解消が最優先とされてきたが、少子高齢化が

進むなかで政策の焦点は長寿命で高性能な住宅整備へと移行した。例えば、長期優良住宅制度

や省エネ基準の強化が挙げられる。「長期優良住宅の認定状況について（令和６年度末時点）」

（国土交通省）によると、新築戸建ての着工戸数における長期優良住宅の割合が約４割に達し

ている。耐震性や断熱性の向上は住宅の質を底上げし、資産としての寿命を延ばすことにつな

がっている。こうした流れのもと、住宅政策は新築の大量供給よりも、中古住宅流通やリフォ

ーム支援を重視する方向へとシフトしている。 

 

つまり、住宅価格の上昇要因は、原価法の観点からは資材価格や施工技術高度化、人件費上昇

によるコスト増、収益還元法の観点からは利用可能期間の延伸による価値上昇と説明すること

ができる。住宅価格の上昇は単なる資産インフレにとどまらず、合理性を伴った住宅政策によ

る構造変化と評価できる側面がある。 

 

高度経済成長期以降、都市部への人口移動と核家族化が進み、「親の家を相続してそのまま承

継する」必然性は低下した。都市部で新たに住宅を取得する世帯が増えれば、次世代にとって
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親世代の住宅は「住む」価値を持たないことも増える。むしろ、自分の世代で住宅を活用し、

老後資金として取り崩していく発想が、今後の老後資金設計において重要なテーマになりえる。 

 

住宅資産の活用には複数の形があり、「居住を継続するのか」「所有を継続するのか」によっ

て４類型に分かれる。例えば、居住も所有も継続するのであれば、リバースモーゲージ（生活

資金など）やリバース 60（住宅購入資金など）の活用が考えられる。両者とも自宅を担保に資

金を借り入れる仕組みだが、資金使途は金融機関や商品によって異なる。他に、固定資産税や

維持管理費用を削減しつつ、まとまった資金を確保したい場合には、住宅売却が選択肢となる。

例えば、住宅を売却して、住み慣れた住宅に家賃を支払いながら住み続ける方法としてリース

バックがある。 

 

図表２：住宅資産の利活用に関する４類型（「居住の有無」×「所有の有無」） 

 

（資料：筆者にて作成） 

 

もちろん、住宅資産の利活用には、克服すべき課題も多い。第一に、市場の透明性向上である。

新築・中古を問わず、資産価値に関する情報の非対称性を解消し、適正な査定や情報開示を普

及させなければ、資産の適切な活用は進まない。第二に、維持管理の主体が住人にある点であ

る。住宅が長寿命化しても、住人が計画的な修繕やリフォームを怠れば、資産価値は毀損し、

利活用の余地を失う。第三に、消費者保護の枠組みである。特に高齢者による資産活用では、

資産価値の変動や認知機能の低下に伴う判断力の低下に対応できる制度が不可欠である。 

 

しかしながら、老後資金に住宅資産が有効活用できる環境が整えば、「老後 2,000 万円問題」

に代表されるような国民の心理に根強く刻まれる「老後への不安」の解消にいくらか寄与する

可能性がある。また住宅資産の利活用の可能性は、相対的に金融資産への依存度を引き下げる

ことにもつながり、リスク分散の面で老後資金の安定につながるというメリットもある。 

 

今後の老後資金の備え方は、「年金＋金融資産」という従来の二本立てに加え、「年金＋金融

資産＋住宅資産」の三本立てで捉えることも有用であろう。住宅を保有し老後資金として取り

崩す場合は、就労収入を金融資産と住宅資産にいかに配分するかが基本的な考え方となる。一

方、住宅を保有しない、あるいは住宅資産を取り崩さない場合は、金融資産をより重視して確

保する資産形成の考え方が重要になる。住宅政策の方向転換から約 20 年が経過し、住宅の供

給抑制と長寿命化が着実に進む中で、人口移動や核家族化に伴う相続観の変容といった社会環

境の動向を踏まえると、住宅の資産的役割は一層高まっているといえる。今後は住宅資産の維

持・利活用を含めた資産形成のあり方についても議論していくことが求められるのではないか。 

（福本 勇樹） 
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